
日付 曜日 豊明市 東郷町 みよし市 日進市 長久手市

1 日

2 月

3 火 工事完了検査 工事完了検査 工事完了検査

4 水 給水工事見積 給水工事見積 給水工事見積

5 木 工事完了検査 工事完了検査

6 金 給水工事見積 給水工事見積

7 土

8 日

9 月

10 火 工事完了検査 工事完了検査 工事完了検査

11 水

12 木 工事完了検査 工事完了検査

13 金 給水工事見積 給水工事見積 給水工事見積

14 土

15 日

16 月 給水工事見積 給水工事見積

17 火 工事完了検査 工事完了検査 工事完了検査

18 水

19 木 工事完了検査 工事完了検査

20 金

21 土

22 日

23 月 給水工事見積 給水工事見積 給水工事見積

24 火 工事完了検査 工事完了検査 工事完了検査

25 水 給水工事見積 給水工事見積

26 木 工事完了検査 工事完了検査

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

③工事を着手するときは、必ず工事図面等を確認し、メータ設置場所等に間違いのないよう施工すること。

12月分 給水工事見積 及び 完了検査 日程表

***注意事項***

①給水工事検査の提出については、事前に工事の不備がないか必ず現場を確認し、検査依頼すること。
②給水工事完了検査の依頼は、必ず検査日の２営業日前の午後３時までに、給水受付事務委託窓口へ提出すること。

④工事を施工するときは、必ず施工当日の午前８時までに工事施工FAX連絡書を記入のうえ、企業団給水

　課給水装置申請グループにFAXすること。

　　問合せ先 ◆給水事務委託先(愛知中部水道企業団指定工事店協同組合)　℡(0561)38-0038

　　　　　　　 　◆愛知中部水道企業団　給水課　給水装置申請グループ　℡(0561)38-0035


